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船舶事故調査報告書 

 

                               平成３０年１２月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３０年３月１５日 １１時３０分ごろ 

発生場所 福山港 

 ＪＦＥスチール福山港新涯
しんがい

導灯（前灯）から真方位０６４°７３０

ｍ付近 

（概位 北緯３４°２７.７′ 東経１３３°２４.９′） 

事故の概要 貨物船MINO
ミ ノ

は、福山港鋼管製品岸壁第２輸出バースにおいて、船用

品等の積込み作業中、甲板長が木製ドラムとクロスデッキとの間に腰

部を挟まれて負傷した。 

事故調査の経過  平成３０年４月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質、 

機関、出力、進水等 

 

貨物船 MINO（パナマ共和国籍）、９,７６６トン 

９３５４２４６（ＩＭＯ番号）、FAVORAN WISDOM S.A. 

１２７.７０ｍ×１９.６０ｍ×１４.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、４,４４０kＷ、２００８年１月１８日（引渡） 

 乗組員等に関する情報 船長（ベトナム社会主義共和国籍）男性 ３９歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１６年４月２５日 

          （２０２０年１１月２３日まで有効） 

甲板長（ベトナム社会主義共和国籍）男性 ３８歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

  

気象：天気 曇り、風向 南東、風速 約１.７m/s、気温 約１６℃ 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板長ほか１９人（全員ベトナム社会民主主義共

和国籍）が乗り組み、平成３０年３月１２日１２時３０分ごろ福山港

Ｃ-２錨地に到着し、スチールコイル約１１,０００メトリックトンを

積載する目的で、１４日０９時０６分ごろ福山港鋼管製品岸壁第２輸

出バース（以下「本件バース」という。）に右舷着けで係留し、１７

時００分ごろ陸上クレーンによる荷役を開始した。 
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本船は、船尾船橋型の貨物船で、船橋甲板室前方の上甲板下に貨物

倉３個を配置し、同甲板上に２基のクレーンを装備しており、福山港

出港後に１番クレーンのカーゴフォール用ワイヤロープ（以下「揚荷

索」という。）を新替えする予定であった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 平面概略図 

 

一等航海士（以下「作業指揮者」という。）は、休憩等で荷役が中

断する時間帯に‘本船の左舷側に係船したバージから船用品及び予備

品を１番クレーンで本船に積み込むこと’（以下「船用品等の積込み

作業」という。）について荷役監督と打ち合わせ、了承された。 

一等航海士、甲板長ほか５人の乗組員は、１５日１１時１０分ごろ

船用品等の積み込み作業を始め、１番貨物倉とボースンストア間のク

ロスデッキに、つば
．．

径（Ｄ）約１.４ｍ、胴径（ｄ）約０.８ｍ、外幅

（Ｗ）約０.９ｍ、軸穴径（ｈ）約１１cm の木製ドラム２個を縦置き

した。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 木製ドラムの規格と縦置きの状況 

 

木製ドラムは、直径約４２.５mm、長さ約２６３ｍ、重量約１.９t

で、未使用の揚荷索がコイル状に巻かれていた。 

作業指揮者は、船首楼甲板上で指揮に当たり、玉掛け作業員として

甲板長ほか４人をクロスデッキに、クレーン運転手として甲板手１人

をクレーンの操縦席にそれぞれ配置し、航海中に木製ドラムが移動し

ないよう、以下の手順により１個目の同ドラムを横置きし、その後固

縛した。（図３参照） 

①・甲板作業員は、幅約５cm、長さ約４ｍ、安全使用荷重約３ｔの

ベルトスリングを木製ドラムの軸穴に通し、揚荷索のフックに
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ベルトスリングの一端を掛け、甲板長が、他端に通した‘直径

約６cm、長さ約０.３ｍの’鉄棒’（以下「本件鉄棒」という。）

を支持する。 

・クレーン運転手は、作業指揮者の合図によって揚荷索を巻き上

げ始め、ベルトスリングが張って本件鉄棒に荷重が掛かった

ところで揚荷索の巻き上げを一旦止める。 

・甲板長は、本件鉄棒を放して木製ドラムから離れる。 

②・作業指揮者は、クレーン運転手に揚荷索を巻き上げさせる。 

・木製ドラムは、吊
つ

り揚げられて傾く。 

③・木製ドラムは、つば
．．

が上甲板と平行になる。 

④・クレーン運転手は、上甲板に置いた角材に木製ドラムを下ろし

て揚荷索を弛
ゆる

ませる。 

・玉掛け作業員は、本件鉄棒をベルトスリングから抜く。 

⑤ 玉掛け作業員は、ベルトスリングを軸穴から抜く。 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 横置き手順概要図 

作業指揮者、クレーン運転手及び玉掛け作業員は、１個目の木製ド

ラムと同様の手順で、２個目の同ドラムの横置きに取り掛かった。 

甲板長は、ベルトスリングを木製ドラムの軸穴に通し、同スリング

の片端に本件鉄棒を差し込んだ。 

甲板長は、ベルトスリングが張って本件鉄棒の位置が固定されれば

木製ドラムから離れるつもりで、本件鉄棒を支持して揚荷索が巻き上

げられるのを待っていたところ、１１時３０分ごろ吊り揚げられて傾

いた同ドラムとクロスデッキとの間に腰部を挟まれた。（図４参照） 

 

 

 

 

 

図４ 事故発生概要図 

 

船長は、甲板長が負傷したことを知り、船舶所有者に報告すると

ともに代理店に救急車の手配を要請した。 

① ② ③ ④ ⑤ 
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甲板長は、救急車で病院に搬送され、２か月の加療を要する骨盤

骨折と診断された。 

本船は、１５時２０分ごろ海上保安庁の調査を終え、１６日１６時

２５分ごろ予定の貨物を積載して本件バースを離岸し、仕向港
し む けこ う

に向か

った。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船１番貨物倉付近、写

真２ 横置きした木製ドラム 参照） 

 その他の事項 甲板長は、２００８年頃船員になり、２０１３年頃から甲板長の職

に就いていた。 

作業指揮者は、クレーン運転手に手信号及び発声による合図を送っ

ていた。 

クレーン運転手は、クレーン操作の経験が豊富であった。 

クロスデッキの長さ（船首尾線方向距離）は、約３ｍであった。 

作業指揮者は、ベルトスリングが張って本件鉄棒の位置が固定され

た際、直ちに揚荷索の巻き上げを止めるようクレーン運転手に合図し

たが、余分に同索が巻き上げられて木製ドラムが傾いた。 

甲板長は、これまでと同様な手順だったので危険を感じていなかっ

たが、本事故後、本件鉄棒を支持していた自身の位置が適切でなかっ

たと思った。 

１個目の木製ドラムは、過去にクレーン用ワイヤを積み込んだ際と

同様な手順で横置きされた。 

揚荷索は、１,２００稼働時間毎に乗組員により検査され、損傷が

認められなければ、約５年毎に新替えされていた。 

作業指揮者、甲板長ほか５人の乗組員は、いずれもヘルメット、つ

なぎ服及び安全靴を着用していた。 

本船は、船体動揺がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、本件バースにおいて、船用品等の積込み作業中、木製ドラ

ムを１番クレーンで吊り揚げて横置きする際、甲板長が、同ドラム付

近でベルトスリングに差し込んだ本件鉄棒を支持していたことから、

吊り揚げられて傾いた同ドラムとクロスデッキとの間に腰部を挟まれ

て負傷したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、本件バースにおいて、船用品等の積込み作業

中、木製ドラムを横置きする際、甲板長が、同ドラム付近でベルトス

リングに差し込んだ本件鉄棒を支持していたため、吊り揚げられて傾

いた同ドラムとクロスデッキとの間に腰部を挟まれたことにより発生

したものと考えられる。 
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再発防止策 

 

船長は、本事故後、乗組員に対し以下の事項を指示した。 

・玉掛け作業員は、木製ドラムのつば
．．

径より長い鉄棒を使用するこ

と。 

・玉掛け作業員は、木製ドラムの軸穴に通したベルトスリングの一

端をフックに掛けた後には、同ドラムの至近及び下方に位置しな

いこと。 

 ・作業指揮者及びクレーン運転手は、クレーンを操作する前に、必

ず互いに合図を確認すること。 

・作業指揮者及びクレーン運転手は、玉掛け作業員が安全な位置に

待避したのを確認したのちにクレーンを操作すること。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・木製ドラムを横置きする際には、玉掛け作業員が、ベルトスリン

グに差し込んだ本件鉄棒を支持するなどせず、クレーンが操作さ

れる前に同ドラムから離れる作業手順を検討すること。 

参考例を以下に示す。 

① 玉掛け作業員は、木製ドラムの軸穴にベルトスリングを通

す。 

② 玉掛け作業員は、ベルトスリングを木製ドラムからつば
．．

径以

上離れた位置まで引き出し、本件鉄棒の中央部と軸穴を通した

ベルトスリングを細索や針金で固定する。 

③ 玉掛け作業員は、ベルトスリングの片端を揚荷索のフックに

掛けたら、木製ドラムからつば
．．

径以上離れた位置で待機する。 

④ 作業指揮者は、玉掛け作業員が木製ドラムから離れているの

を確かめたのち、クレーン運転手に揚荷索を巻くよう指示す

る。 

⑤ クレーン運転手は、角材の上に木製ドラムを下ろして揚荷索

を弛ませ、玉掛け作業員が、ベルトスリングから鉄棒を外す。    

（図５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

①～③                    ④ 

図５ 鉄棒とベルトスリングの固定要領図 

 

・作業指揮者及び玉掛け作業員は、クレーン運転手がクレーンを慎

細索や針金で固定する 

鉄棒 

ベルトスリング 
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重に操作しても、余分に同索が巻き上げられる可能性があり、そ

の際には、木製ドラムが傾くこと、並びに、ベルトスリング及び

揚荷索の滑り、ブームの振動、フックの振れ回りにより、傾いた

木製ドラムが、甲板上で回転したり、滑ったりするおそれがある

ことを前提として作業手順を検討すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

写真１ 本船１番貨物倉付近       写真２ 横置きした木製ドラム 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 番クレーン 船首楼甲板 １番貨物倉ハッチカバー 

広 島 県 

岡 山 県 

事故発生場所（鋼管製品岸壁第２輸出バース） 

ＪＦＥスチール福山港新涯導灯（前灯） 

福 山 港 


